
高島市朽木野尻地区
「滋賀県流域治水の推進に関する条例案」

説明会
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平成２５年１１月９日

滋賀県流域政策局



県内の洪水被害状況

昭和34（1959年）伊勢湾台風 近江八幡市水茎町

1時間84mm
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1時間76mm

H25台風18号甲賀市信楽町長野（県道信楽上野線）

H25台風18号大津市堂家屋水没（ＮＨＫニュース）

H25台風18号高島市鴨川破堤氾濫
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雨量出典：滋賀県土木防災情報システム，気象庁

http://www.pref.shiga.lg.jp/c/shobo/kyuukyuu2/files/souuryo.pdf

78 神崎（東近江市）  9/15 23:20～00:20
77 御在所（東近江市）  9/15 23:20～00:20
67 葛川（大津市）  9/16 04:20～05:20
635 葛川（大津市）

610 御在所（東近江市）

607 神崎（東近江市）

最大累計雨量
（mm）

最大時間雨量
（mm/h）

台風18号による総雨量（平成25年9月15日00:00～ 9月16日24:00）

本県治水の現状と課題
●台風18号により「特別警
報」発令

●県内で甚大な洪水被害
が発生

●将来、温暖化など気候
変動により今回を上回る水
害の発生が懸念

●水害から命を守る取組
が喫緊の課題



滋賀県が進める「流域治水」
～地域性を考慮した総合的な治水対策の展開～

目的
① どのような洪水にあっても、人命が失われることを避ける（最優先）
② 床上浸水などの生活再建が困難となる被害を避ける

手段
• 川の中の対策（堤外地対策）だけではなく、「ためる」「とどめる」「そなえる」対策

（堤内地での対策）を総合的に実施する。
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河道掘削、堤防整備、
治水ダム建設など

地域防災力向上対策 そなえる
水害履歴の調査・公表、防災教育
防災訓練、防災情報の発信など

流域貯留対策
（河川への流入量を減らす）

ためる
調整池、森林土壌、水田、ため池
グラウンドでの雨水貯留など

氾濫原減災対策
（氾濫流を制御・誘導する）

とどめる
輪中堤、二線堤、霞堤、水害防備林、
土地利用規制、耐水化建築など

ながす
河道内で洪水を安全に流下させる対策

（これまでの対策）



滋賀の流域治水政策の概念図

川の外の対策川の中の対策

河川改修（１級河川）
霞堤

二線堤

輪中堤

嵩上げ

水害防備林

堤防
強化

（そなえる）

避難計画策定など地
域防災力の向上

（そなえる）安全な住宅建築の誘導

（とどめる）
（
破堤を極力回避

（ながす）

樹木伐採等維持管理

（ながす）

（ ）
河川改修

（ながす）

河川管理（川の中の対策） 氾濫原の管理（川の外の対策）

5

盛土

安全な土地利用への誘導

（とどめる）

貯水タンク

雨水の貯留

（ためる）

地先の安全度を基礎情報に
各種取組の推進

水田

洪水をできるだけ川の外へあふれさ
せないよう川を整備

水田・森林での雨水貯留や川から水があ
ふれた場合でも氾濫原対策により人命被
害の回避・財産被害の軽減



地先の安全度とは

 日野川
Ａ川

治水安全度1/10
水路

治水安全度1/2 下水道（雨水）
治水安全度1/10

農業用排水路
治水安全度1/5

Ｂ川
治水安全度1/10

A川
洪水安全度１／３０

技術論：１００年確率などの雨を降らせた氾濫シミュレーション結果
（浸水深や流速などを算定して図に表示）

県内全域に雨が降った状態

平地部の氾濫

B川
洪水安全度１／１０

外水氾濫

一級河川

一級河川
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一級河川だけでなく身近な水路からの氾濫なども想定した浸水情報で

あり、人々が暮らす住宅地などの各地点の浸水深などを表示したもの

○○年確率の雨が降れば床上浸水
になる可能性がわかる

注目

１００年確率降雨とは

１００年に１回程度降る
確率の雨のこと

１０年確率降雨に対応



「地先の安全度」マップ
～最大浸水深図（２００年確率降雨）～
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朽木野尻地区 地先の安全度マップ（200年確率降雨による浸水深） 8

野尻集会所



河川整備の計画的・効率的な推進

維持管理費の推移（当初予算額）（上段）、河川改修事業費の推移（当初予算額）（下段）

ながす
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河川整備の計画的・効率的な推進 10ながす

河川における氾濫防止対策（第9条要約）
①河道の拡幅等を計画的・効果的に推進

②流下能力を維持するための河川内樹木
の伐採等

③当面河道拡幅等が困難な区間における
堤防の強化



◇雨水貯留対策

◇地下浸透対策

（出典：（社）雨水貯留浸透技術協会「雨水貯留浸透施設の設置に対する支援措置のご紹介」）

（出典：東近江市HP 住宅用雨水貯留施
設設置奨励金制度）→

ためる 雨水貯留浸透対策を進めます
11
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昭和34（1959年）伊勢湾台風
滋賀県近江八幡市水茎町

×平屋家屋は軒下まで水没
×逃げ遅れた場合、命にかかわる

○2階建て家屋は
避難空間を確保

安全な住まい方を確保するための取組

平成22年撮影

とどめる
安全な住まい方とは地域特性や水害リスクに応じて、「住ま
いの安全度を高めること」と「避難体制を準備しておくこと」の
両方を講じることです。



条例制定～区域指定～安全な住まい方
を確保するための取組

水害に強い地域づくり協議会における関係住民の皆さんとの十分な議論を経てから
「水害に強い地域づくり計画」を作り、合意形成を図った上で区域指定を行い、その
後、安全な住まい方の確保に向けた具体的取組を進めていただきます。

13とどめる

地先の安全度マップをふまえ、嵩上げか避難場所整備
かの避難方法、安全な避難経路、避難のタイミングなど、

地域の特性を踏まえた避難・警戒体制等の検討し
「水害に強い地域づくり計画」策定

条例制定

水害に強い地域づくり協議会

浸水危険区域指定

建築規制（安全な住まい方への誘導）

嵩上げ対策 避難場所整備等
県が支

援します



A川 B川

鉄道

想定浸水深2m未満

想定浸水深2m-3m未満

想定浸水深3m以上

地先の安全度マップの浸水深さ

2m-3m

2m未満

4m以上

200年に一度の降雨規模によ
り、想定浸水深3m以上の区域
を「浸水危険区域」に指定

浸水危険区域の設定イメージ
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3m-4m

とどめる

○どのような洪水からも命を守
るため、降雨規模は200年に一
度という最大規模を想定
○3m以上の浸水深になると命
の危険性が高まります



想定水位

建築規制（安全な住まい方への誘導）とは

平屋住宅

地盤面

２階建住宅

平屋住宅

地盤面

想定水位

避難場所

①想定水位以上に居室の床面ま
たは避難上有効な屋上がある。

②想定水位以下の構造が耐水性
のもの or 想定水位と地盤面の
差が3m未満

③浸水が生じた場合に確実に避
難できる要件（広さ、距離、経路、
管理状況等）を満たす避難場所が
付近にあること
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★建築規制とは知事が①～③の内容を確認する制度です。

とどめる
ＯＫ

ＯＫ

ＮＧ

Ａ．住宅の嵩上げにより緊急時の避難空間を確保
し垂直避難を可能にすること

Ｂ．住宅の近くに避難場所を確保し水平避難を可能にすること

Point：浸水危険区域に
おいては、どのような洪水
からも命を守るために、Ａ
またはＢのいずれかの
ルールを守っていただき
ます。

対象建築物：住宅、社会
福祉施設等



① 1 階床高は建築基準法により0.45m 以上

② 1 階天井高は9 割以上が2.3m 以上

③ 天井懐は、低く設計しても0.24m
④ ①～③の合計は2.99m≒3.0m

［洪水ハザードマップ作成の手引き（改訂版）p13
平成25年3月 国土交通省］

新築
増改築

想定水位 嵩上げ高

3mの場合 0.02m
4mの場合 1.02m

どれだけ嵩上げする必要があるの？
（＝２階の床面を想定水位より高くする）

日本の二階建て家屋の床面最低高は2.99m

16とどめる



支援制度
●宅地嵩上げ浸水対策促進事業

「浸水危険区域」内の既存住宅の、住

宅の改築（建て替え）および増築時に、

地盤の嵩上げ（盛土、法面保護）工事、

ＲＣ、ピロティ等工事の費用を助成

●避難場所整備事業

「浸水危険区域」に対して有効な避

難場所の新設（改築含む）

17とどめる



18安全にお住みいただくための施策（まとめ）
～建築規制（建築物の嵩上げ、避難場所の整備）～

建築制限の対象

Ａ．住宅

Ｂ．社会福祉施設、学校、医療施設

の新築、改築（建替え）、増築

建築許可の基準
(1)想定水位以上に避難空間（二階以上

に居住空間や屋上等）があること又は

(2)住宅の近くに安全な避難場所がある

こと （社会福祉施設等は除く）

※店舗、工場等
は対象外

２００年確率降雨により３ｍ
以上浸水する浸水危険区域
を「災害危険区域」に指定

支援制度の提案（一部補助）

(1)住宅の建替え、増築時の嵩上げ対策

(2)避難場所の新設、改築工事

（２）

（１）

地盤嵩上げ

盛土公園等

木造２階建て

とどめる



建築規制における罰則の適用例

許可を受けずに建築物
を建築・工事に着工した
場合

虚偽の申請・報告・届
出・答弁をした場合

19
とどめる

届出
書申請

書

罰則は、水害に強い地域づくり協議会においてみんなで決
めたまちづくりのルールを全く無視するなど、悪質な場合
のために用意されたものです。

無許可
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一級河川の雨量・水位情報等の提供

滋賀県土木防災情報システム
専用回線を用いて情報収集・ＦＡＸ配信

インターネット（ＰＣ・携帯用）、デジタル放送での情報提供

琵琶湖河川事務所

● ●市役所

市町村役場 関係市町村住民

彦根地方気象台

近畿地方整備局

各地域振興局建設管理部
および大津土木事務所

システム 概要図

雨量情報などの FAX通報

短時間降雨予測
•アメダス情報

県雨量情報

雨量・水位情報

雨量 ･水位雨量 ･水位 雨量

データによる災害報告

デジタルカメラ
による災害現場
画像情報の収集

警戒 ･避難
および
雨量 ･水位情報

雨量 ･水位情報

警戒 ･避難情報

河川 ･砂防情報

水位情報など

国直轄砂防情報
(信楽町と大津市の一部 )

ダム管理システム 河川テレメータシステム 砂防テレメータシステム

：河川系情報

：砂防系情報

：河川 ･砂防複合情報

：ダム系情報

雨量情報表示盤

現在までの連続雨量は

CATVや防災無線などによる
砂防情報の提供

滋賀県庁 統制局

土砂災害前兆情報

雨量・水位情報とデータによる災害報告

雨量 ･水位情報

洪水予測情報

河川情報センター

短時間降雨予測情報

アクセス用
QRコード

携帯電話
画面イメージ

そなえる 20



そなえる
県、市、住民が一体となって何があっても命をまもる取組を検討します。

～米原市村居田地区の取組事例～
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避難マップ完成 平成２５年４月

まるごとまちごとハザードマップ設置
姉川・出川 簡易量水標の設置

水害に強い地域づくり協議会



ご不明な点、ご質問等ございましたら
下記までご連絡をお願いします。

（連絡先）

滋賀県流域政策局流域治水政策室

電話番号 077-528-4291

担当 田中、速水


